
令和６年５月２８日

DX推進担当部

自治体情報システム標準化の取組み状況について

主旨

自治体情報システム標準化に関し、現時点の区の取組状況について、

別紙のとおり報告する。
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DX推進担当部

自治体情報システム標準化
の取組み状況について

令和６年５月２８日

２別紙



自治体情報システム標準化の概要

✓ 住民記録、地方税、福祉など、自治体の基本的な事務を処理する基幹業務システムについ

て、国の定める標準仕様書に基づきシステム事業者が開発し、国が用意するガバメントクラ

ウド等に構築する 「標準準拠システム」 に移行する。

✓ 「地方自治体情報システムの標準化に関する法律」及び「地方公共団体情報システム標準化

基本方針」 において、原則令和7年度末までに標準準拠システムに移行することが義務付

けられている。
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⚫ 取組みの概要

⚫ 対象業務

住民基本台帳
／印鑑登録

個人住民税
／軽自動車税

介護

就学

戸籍
／戸籍の附票

健康管理 生活保護 国民健康保険 国民年金

選挙人名簿管理
児童手当

／児童扶養手当
障害者福祉 後期高齢者医療

子ども・
子育て支援

第１期移行業務（令和６年度移行） 第２期移行業務（令和７年度移行）



⚫ 第１期、第２期移行業務及び連携基盤の進捗状況については、以下のとおり。

全体スケジュール

令和４年度（2022年度） 令和５年度（2023年度） 令和６年度（2024年度） 令和７年度（2025年度）

４～６ ７～９ 10～12 １～３ ４～６ ７～９ 10～12 １～３ ４～６ ７～９ 10～12 １～３ ４～６ ７～９ 10～12 １～３

⑦RFP

③概算見積依頼

⑥RFI

開発・テスト・研修等

⑤残課題及び確認事項の整理

④移行計画精緻化

②見積要求準備

運用

⑦RFP

①Fit＆Gap分析（Gap抽出・整理）

③概算見積依頼

⑤RFI

⑧開発・テスト・研修等

④残課題及び確認事項の整理

⑥移行計画精緻化

②見積要求準備

第１期
標準準拠システム稼働

①Fit＆Gap分析（Gap抽出・整理）

第２期

令和７年度
移行分

（福祉系業
務・その他

業務）

第１期

令和６年度
移行分

（住記系・
税系・介
護・就学）

第２期
標準準拠システム稼働

連携
基盤

運用

要件定義

設計

連携構築

連携仕様調整

連携テスト

結合テスト第
１
期

第
２
期

要求機能整理

概算見積依頼

導入計画書策定

実装機能の検討

RFP

調達仕様の調整

４

✓ データ移行等の要件定義、
抽出等作業中

✓ RFP実施中

一部業務（介護・就学・税）でパッケージ提供時期の延伸な
どにより、作業スケジュール等の見直しについて調整中。

一部令和７年度末の移行期限までに移行できない移行困
難システムあり。

要件定義

連携テスト

結合テスト

連携構築

連携仕様調整

設計

RFI……Request For Information の略。情報
システムの導入にあたり、発注先候補の業者
に情報提供を依頼すること。調達条件など
を決定するために必要な情報を集めるため
に発行するもの。

連携仕様調整に時間を要して
おり、スケジュール等の見直し
について調整中。

RFP……Request For Proposal の略。情報シ
ステムの導入や業務委託を行うにあたり、
発注先候補の業者に具体的な提案を依頼
する文書。また、その手続き。

国が示している

移行期限



⚫ 令和７年度末の移行期限までの移行完了が困難だと判断した業務について、東京都経由でデジタル庁あて
に調査票を提出している。

⚫ 一部業務は移行困難システムに該当する見込みとして、国により調査結果が公表されたが、追加で調査票を
提出した業務については、公表時期未定。

移行困難システムの状況

◼ 移行困難システム把握のための調査票提出状況

対象業務 提出時期 国による調査結果 備考（事由）

児童手当
/児童扶養手当

令和５年１０月
令和６年３月5日
（公表済）

• 現行事業者から標準準拠システムの開発を行わないとの回答を
受領しており、他の複数の候補事業者からも、対応可能な時期の
提示が困難であると受領しているため。

障害者福祉
（一部業務のみ）

令和５年１０月
令和６年３月5日
（公表済）

• 現行事業者から標準準拠システムの開発を行わないとの回答を
受領しており、他の複数の候補事業者からも、対応可能な時期の
提示が困難であると受領しているため。

国民健康保険 令和６年１月 未定
• 令和５年１２月公告のRFPにおいて、参加表明事業者が0社で

あったことから、現時点で目標期限までに移行対応が可能な事
業者が存在しないと判断したため。

生活保護 令和６年１月 未定
• 令和5年12月公示のRFIにおいて、回答事業者が1社のみであり、

当該事業者から目標期限までのシステム移行対応が困難である
との回答を受領したため。

子ども・子育て支援 令和6年2月 未定
• 令和5年12月公示のRFIにおいて、回答事業者が1社のみであり、

当該事業者から目標期限までのシステム移行対応が困難である
との回答を受領したため。

５

➢引き続き国や都とも情報共有しながら、候補事業者へのヒアリングを実施し、新たな移行期限を設定のう
え、移行に向けた調整を進めていく。
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